
凡

例

編
集
方
針

こ
の
辞
典
は
、
法
令
用
語
を
、
新
聞
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
一
般

的
な
も
の
か
ら
講
学
上
の
も
の
ま
で
含
め
て
、
約
一
万
四
一
〇
〇
の

項
目
と
し
て
採
録
し
、
簡
潔
に
解
説
す
る
も
の
で
、
日
ご
ろ
あ
ま
り

法
令
に
な
じ
み
の
な
い
一
般
の
方
々
に
も
手
軽
に
利
用
が
で
き
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
た
。

内
容
基
準
日

項
目
選
定
及
び
解
説
内
容
の
基
準
日
は
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）

年
一
月
一
日
と
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
降
の
法
改
正
も
必
要
に
応

じ
採
り
上
げ
た
。

編
集
の
形
式

各
項
目
の
構
成
は
、
原
則
と
し
て
、

「
見
出
し
」（「
仮
名
見
出
し
」
と
「
項
目
名
の
表
記
」）

及
び

「
解
説
」

か
ら
成
っ
て
お
り
、
見
出
し
に
よ
っ
て
は
、
そ
こ
で
直
接
解
説
を
行

わ
ず
、
他
の
項
目
に
解
説
を
委
ね
た
場
合
が
あ
り
、
そ
の
項
目
を
矢

印
（

）
の
後
に
示
し
た
。

（1）
「
仮
名
見
出
し
」
に
つ
い
て

漢
字
仮
名
交
じ
り
の
「
項
目
名
の
表
記
」
を
【

】
の
中
に

掲
げ
る
に
先
立
っ
て
、
そ
の
読
み
方
を
仮
名
見
出
し
と
し
て
冒

頭
に
示
し
た
。

読
み
方
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
必

要
に
応
じ
て
実
務
上
の
慣
用
に
よ
っ
た
。
な
お
、
検
索
の
便
宜

上
、「
日
本
」
は
「
に
ほ
ん
」
と
表
記
し
た
。

「
仮
名
見
出
し
」
は
、
外
来
語
を
片
仮
名
で
表
記
し
た
ほ
か
、

原
則
と
し
て
平
仮
名
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
掲
げ
た
。

ま
た
、「
仮
名
見
出
し
」
の
配
列
は
、
単
純
五
十
音
順
と
し
た
。

五
十
音
順
は
、
一
般
の
国
語
辞
典
等
の
例
に
な
ら
っ
た
。

仮
名
の
連
続
を
読
み
取
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
語
の
ま
と

ま
り
ご
と
に
「C

」
記
号
で
区
切
っ
た
。
た
だ
し
、
語
の
ま
と

ま
り
の
認
め
方
は
、
必
ず
し
も
語
の
意
味
上
の
切
れ
続
き
に
は

合
致
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
な
お
、
平
仮
名
部
分
と
片
仮
名
部

分
と
の
間
は
、「C

」
記
号
を
省
略
し
た
。

「
仮
名
見
出
し
」
が
最
長
一
行
を
超
え
る
場
合
、
超
え
る
部
分

を
省
略
し
、
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
末
尾

に
一
字
分
の
「
…
」
を
付
け
た
。

（2）
「
項
目
名
の
表
記
」
に
つ
い
て

イ

「
項
目
名
の
表
記
」
は
、【

】
内
に
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
し
た
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（
欧
文
の
場
合
は
、
ボ
ー
ル
ド
体
で
示
し
、
英
語
以
外
は
そ
の
言

語
名
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
示
し
た
。
例
、
ド
イ
ツ
語
＝
ド
、

フ
ラ
ン
ス
語
＝
フ
、
ラ
テ
ン
語
＝
ラ
等
）。

項
目
名
の
漢
字
表
記
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般

に
法
令
集
や
判
例
集
等
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
使

用
し
た
。

表
記
形
が
複
数
あ
る
場
合
（
①
漢
字
表
記
が
複
数
あ
る
場
合

〔
例
、「
尋
問
」
と
「
訊
問
」〕、
②
漢
字
で
表
記
す
る
場
合
と
仮

名
で
表
記
す
る
場
合
〔
例
、「
あ
っ
せ
ん
」
と
「
斡
旋
」〕）
に
は
、

「
項
目
名
の
表
記
」
欄
に
複
数
掲
げ
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

別
に
項
目
を
立
て
、
又
は
そ
の
趣
旨
が
分
か
る
よ
う
に
解
説
文

中
に
説
明
を
行
っ
た
（
例
え
ば
、
①
「
規
正
」、「
規
制
」、「
規

整
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
を
別
の
項
目
と
し
て
設
け
、
②
「
訴

訟
係
属
」
の
項
目
の
解
説
中
に
お
い
て
、「
か
つ
て
は
『

属
』

と
表
記
」
し
た
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
）。

現
在
、
内
閣
法
制
局
で
は
、「
常
用
漢
字
表
」
等
（
そ
れ
以
前

で
は
「
当
用
漢
字
表
」、「
当
用
漢
字
音
訓
表
」
等
）
の
実
施
の

趣
旨
に
の
っ
と
り
、「
法
令
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て
」

（
平
成
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
内
閣
法
制
局
総
総
第
二
〇
八
号
）

に
従
っ
て
法
令
の
起
案
に
当
た
っ
て
お
り
、
こ
の
辞
典
に
お
い

て
も
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
従
っ
た
が
、
過
去
の
法
令
や
判
例
、
ま
た
、

講
学
上
の
用
語
も
収
録
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
原
則
外
の
漢

字
・
読
み
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
項
目
名
表
記
に
つ
い
て
は

次
の
ロ
に
示
す
記
号
を
付
し
て
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
、
解
説

文
中
に
お
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
振
り
仮
名
を
付
す
等
の
手
当

て
を
行
っ
た
。

ロ

項
目
名
に
お
い
て
前
述
し
た
原
則
以
外
の
表
記
を
用
い
た
場

合
等
に
は
、
次
の
よ
う
な
形
式
で
、
そ
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し

た
。

Ａ

漢
字
表
記
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
常
用
漢
字
表
外
の
漢
字

を
使
用
す
る
場
合
に
は
そ
の
漢
字
の
右
横
に
白
丸
（
例
、
瑕

疵

）
を
付
け
、
常
用
漢
字
で
は
あ
る
が
そ
の
音
訓
が
表
外
で

あ
る
場
合
に
は
黒
丸
（
例
、
扶

け
合
い
義
務
）
を
付
け
て
、

そ
の
趣
旨
を
明
示
し
た
。

Ｂ

当
該
項
目
名
に
、
複
数
の
表
記
形
が
あ
る
場
合
（
今
日
一

般
に
法
令
上
で
は
仮
名
で
表
記
す
る
場
合
を
含
め
て
）、
法

律
を
学
ぶ
上
で
必
要
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
で
そ
の
趣
旨
が
明

ら
か
に
な
る
よ
う
に
複
数
掲
げ
た
。
そ
の
場
合
に
は
、
原
則

と
し
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
を
先
に
掲
げ
た
。

ハ

「
項
目
名
」
は
、
原
則
と
し
て
、
正
式
名
称
を
主
と
し
、
そ
の

見
出
し
の
も
と
で
解
説
を
行
っ
た
。
必
要
に
応
じ
て
略
称
、
別

称
も
掲
げ
た
が
、
そ
こ
で
直
接
解
説
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
矢

印
（

）
で
解
説
の
加
え
て
あ
る
項
目
を
指
示
し
た
。

（3）

解
説
に
つ
い
て

イ

「
解
説
」
は
分
か
り
や
す
く
簡
潔
を
旨
と
し
、
説
明
の
ま
と
ま

り
を
、
①
②
③
と
し
て
括
っ
た
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
法
領
域

の
区
分
に
つ
い
て
、



で
ま
と
め
た
場
合
が
あ
る
。
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「
解
説
」
は
、
見
出
し
に
立
て
た
項
目
名
に
つ
い
て
、
主
と
し

て
法
令
や
法
制
上
の
意
味
、
用
法
を
示
し
た
も
の
で
、
多
く
の

場
合
、
そ
の
語
の
一
般
的
な
意
味
、
用
法
に
は
特
に
触
れ
て
い

な
い
。
法
制
の
範
囲
外
で
、
そ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
妨

げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
、「
さ
ん
か
い
【
散
会
】」
は
、
国
会
で
の
用
法
に
つ

い
て
解
説
し
て
い
る
が
、
こ
の
語
は
国
会
外
で
も
一
般
に
用
い

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
制
限
す
る
趣
旨
で
は

な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ロ

当
該
項
目
の
解
説
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
他

の
項
目
が
あ
る
場
合
に
は
、
矢
印
（A

）
で
そ
の
項
目
名
を
指

示
し
た
。

ハ

解
説
文
の
表
記
に
お
い
て
も
、「
法
令
に
お
け
る
漢
字
使
用

等
に
つ
い
て
」
等
の
実
施
の
趣
旨
を
尊
重
し
た
が
、「
常
用
漢
字

表
」
等
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
表
記
を
す
る
場
合
に

は
、
項
目
名
に
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
当
該

漢
字
の
直
後
に
そ
の
読
み
を
括
弧
（
か
っ
こ
）
内
に
小
活
字
で

付
し
た
。
ま
た
、
表
内
の
漢
字
で
あ
っ
て
も
、
読
み
に
迷
う
と

思
わ
れ
る
場
合
に
は
同
様
に
し
た
。

ま
た
、
解
説
文
の
性
格
上
、
必
ず
し
も
法
文
の
書
き
方
に
従

わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

二

解
説
文
中
で
条
文
や
判
例
の
典
拠
を
示
す
必
要
の
あ
る
場
合

は
、
出
典
名
を
煩
さ
に
な
ら
な
い
程
度
で
、
括
弧
内
に
小
活
字

で
示
し
た
。
ま
た
、
典
拠
が
多
数
あ
る
場
合
に
は
中
心
的
と
思

わ
れ
る
も
の
を
選
ん
で
掲
げ
た
。

引
用
す
る
こ
と
の
多
い
法
令
名
は
、
略
語
を
用
い
た
。
略
語

は
、
巻
頭
に
「
法
令
名
等
略
語
」
を
掲
げ
て
一
覧
で
き
る
よ
う

に
し
た
。

条
数
は
漢
数
字
で
、
項
数
は
①
②
③
…
、
号
数
は



…

で
示
し
た
（
例
、
民
八
一
四
①

は
、
民
法
第
八
一
四
条
第
一

項
第
一
号
の
意
）。
同
一
法
令
の
条
数
は
中
黒
（
・
）
で
区
切
っ

た
。
条
、
項
、
号
が
連
続
す
る
場
合
は
中
間
に
あ
る
も
の
は
省

略
し
「
～
」
の
表
記
と
し
た
。
ま
た
、
附
則
は
「
附
」、
但
書
は

「
但
」
と
表
記
し
た
。

現
在
効
力
が
な
い
法
令
で
、
同
名
の
新
法
が
あ
る
場
合
は
、

新
旧
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
旧
法
令
に
は
法
令
名
の

冒
頭
に
「
旧
」
を
付
し
た
（
例
、
旧
民
訴
）。
ま
た
、
改
正
等
に

よ
り
現
在
効
力
の
な
い
条
文
を
示
す
場
合
、
条
数
の
直
前
に

「
旧
」
を
付
し
た
（
例
、
民
旧
三
七
八
）。
な
お
例
外
と
し
て
、

明
治
二
三
年
に
公
布
さ
れ
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
民
法
は
「
旧
民

法
」
と
表
記
し
、
昭
和
二
二
年
に
改
正
さ
れ
る
前
の
民
法
は

「
民
法
旧
規
定
」
と
表
記
し
て
区
別
し
た
。

ホ

解
説
文
中
で
引
用
す
る
条
文
等
は
、「

」
で
括
り
、
送
り
仮

名
、
仮
名
遣
い
と
も
に
原
文
の
ま
ま
（
片
仮
名
法
令
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
枝
番
号
の
条
を
表
示
す
る
場
合
の
「
ノ
」
に
つ
い
て

も
同
様
）
と
し
、
常
用
漢
字
以
外
の
漢
字
に
は
括
弧
書
き
で
読

み
を
付
し
た
。

ヘ

解
説
す
べ
き
項
目
が
法
令
名
で
あ
る
と
き
は
、
現
行
法
令
に
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つ
い
て
は
、
冒
頭
に
公
布
年
・
法
令
番
号
を
示
し
、
ま
た
、
廃

止
・
失
効
法
令
に
つ
い
て
は
、
解
説
文
中
に
括
弧
書
き
で
、
公

布
年
・
法
令
番
号
及
び
廃
止
年
を
示
し
た
。

年
月
日
は
、
和
暦
を
原
則
と
し
、
内
容
に
よ
っ
て
は
西
暦
を

用
い
た
。
ま
た
、
判
例
の
年
月
日
の
表
示
に
お
い
て
は
、
適
宜
、

中
黒
を
使
用
し
た
（
例
、
昭
二
二
・
五
・
二
七
）。

ト

解
説
文
中
で
行
政
機
関
の
「
主
任
の
大
臣
」
と
し
て
の
内
閣

総
理
大
臣
を
示
す
と
き
は
、「
内
閣
総
理
大
臣
（
内
閣
府
）」
と

い
う
よ
う
に
、
そ
の
行
政
機
関
を
括
弧
に
入
れ
て
示
し
た
。
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